
 

集合住宅等の廃棄物保管場所等の設置及び管理に関する指導要綱    

 
平成 15年 11月 12日付目環ご第 239号 

改正 令和 5年 6月 21日付目環リ第 436号 

（目的） 

第１条 この要綱は、集合住宅及び集団住宅の新築等に伴い、廃棄物保管場所及び集積所（以下「廃

棄物保管場所等」という。）の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、廃棄物及び資

源物の収集作業を円滑に実施し、清潔で住みよい生活環境の保持を図るとともに廃棄物の減量及び

資源の再利用を促進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

(1)集合住宅 共同住宅、寮、寄宿舎及び長屋 

(2)集団住宅 一団地に 3区画以上建築される建売住宅 

(3)集合住宅等 集合住宅及び集団住宅を総称したもの 

(4)新築等 新築、増築及び用途変更をいう。 

(5)資源物 資源回収、集団回収及び分別回収で回収する古紙・びん・缶・ペットボトル・プラスチ

ック等をいう  

(6)廃棄物保管場所 集合住宅から発生する廃棄物及び資源物を保管する場所 

(7)集積所 収集日に廃棄物及び資源物を持ち出す場所 

（対象とする建築物） 

第３条 この要綱において対象とする建築物は、目黒区廃棄物の発生抑制､再利用の促進及び適正処理

に関する条例（平成 11 年 12 月目黒区条例第 30 号）第 51 条に規定する大規模建築物を除く次の各

号に定めるものとする。 

(1)延べ面積 1,000 ㎡以上 3,000 ㎡未満の集合住宅（以下「中規模集合住宅」という。） 

(2)延べ面積 1,000 ㎡未満で戸数４戸以上の集合住宅（以下「小規模集合住宅」という。） 

(3)前条第１項第 2 号に定める集団住宅 

２ 中規模集合住宅及び小規模集合住宅のうち、事業所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる建

築物については、事業用途に供する部分を除いた延べ面積で区分する。 

（事前協議） 

第４条 前条第 1 項各号に規定する集合住宅等の建築主は、あらかじめ廃棄物保管場所等について清

掃事務所長に協議するものとする。 

２ 前項に規定する事前協議は、廃棄物保管場所・集積所計画書（別記第１号様式。以下「計画書」

という。）の提出により行うものとする。 

３ 計画書には、建築物の案内図及び配置図及び廃棄物保管場所等の平面図を添付するものとする。 

４ 清掃事務所長は、建築主から計画書が提出された場合は、その内容について廃棄物・資源物の収

集の支障の有無等を調査し、支障がない場合は計画書の写し及び廃棄物保管場所等設置協議受付済

カード（別記第 2号様式。以下「受付済カード」という。）を交付する。 

５ 建築主は前項の受付済カードを建築確認申請に添付するものとする。 

６ 集合住宅等の建築主は、第１項に規定する事前協議により合意した内容について、管理者、入居

者及び住宅購入者等の関係人に対し、契約時に書面で説明するものとする。 

７ 相続又はその他の理由により集合住宅等の建設行為の承継を行ったときは、建築主の行った事前

協議を建設行為の承継を受けた者の行為とみなす。 

（中規模集合住宅における廃棄物保管場所等の設置） 

第５条 中規模集合住宅の建築主は、別表第１に定める設置基準に基づき、廃棄物保管場所を敷地内

に設置するものとする。 

２ 廃棄物保管場所については、区の収集作業に支障がない場合は、第４項に定める集積所と兼用と

することができる。 

３ 第 1 項の廃棄物保管場所は、事業用途に供する施設を併設している場合は、当該施設から排出さ

れる事業系一般廃棄物の保管場所と区分するものとする。 

４ 中規模集合住宅等の建築主は、別表第２に定める集積所の設置及び管理基準に基づき、廃棄物及

び資源物の集積所を敷地内に設置するものとする。ただし、集積所に隣接する道路が狭あい等で収

集に支障があると認められる場合は、この限りでない。 

（小規模集合住宅及び集団住宅における集積所の設置） 

第６条 小規模集合住宅及び集団住宅の建築主は、別表第２に定める集積所設置及び管理基準に基づ

き、廃棄物及び資源物の集積所を敷地内に設置するものとする。ただし、集積所に隣接する道路が



 

狭あい等で区の収集作業に支障があると認められる場合は、この限りではない。 

（集合住宅廃棄物等管理責任者） 

第７条 集合住宅の建築主は、廃棄物保管場所等の管理責任者（以下「集合住宅廃棄物等管理責任者」

という。）を選任し、計画書（別記第１号様式）により清掃事務所長に届け出るものとする。 

２ 集合住宅廃棄物等管理責任者は、廃棄物保管場所等を適正に管理し、常に廃棄物保管場所等の美

化と清潔を保つように心掛けるとともに、入居者に対し、集積所の場所、廃棄物の正しい分け方及

び出し方、収集曜日、時間並びにごみ出しマナー等を遵守するよう周知するものとする。 

３ 集合住宅の建築主、管理者又は集合住宅廃棄物等管理責任者は、集合住宅廃棄物等管理責任者が

変更したときは、集合住宅の建築主、管理者又は新たに選任された集合住宅廃棄物等管理責任者は、

速やかに集合住宅廃棄物等管理責任者変更届（別記第３号様式）により、清掃事務所長に届け出る

ものとする。 

（廃棄物排出開始届の届出） 

第８条 建築主、管理者又は集合住宅廃棄物等管理責任者は、廃棄物及び資源物の排出を開始するお

おむね 2 週間前までに、廃棄物排出開始届（別記第４号様式）により、廃棄物の排出開始時期を清

掃事務所長あて届け出るものとする。 

 

付則 

 この要綱は、平成 16年 4 月 1 日から施行する。 

   付則 

この要綱は、平成 20年 10月 1日から施行する。 

付則 

 この要綱は、平成 5 年 7月 1日から施行する。 

 

 

別表第１（第５条関係）廃棄物保管場所の設置基準 

 

（１） ごみ・資源の容器数の算定 

種別 人数   × 排出基準 × ごみ種別の割合 × 収集間隔 ÷ 容器・束容量 必要個数・束数 

可燃ごみ （ ）人 ×（1）㎏   × （0.67）         × （３）日   ÷  (15)㎏  ＝ ① ①＋② 

     

個 不燃ごみ （ ）人 ×（1）㎏   × （0.05）         × （１３）日 ÷  (15)㎏  ＝ ② 

資
源 

古紙 （ ）人 ×（1）㎏   × （0.14）         × （６）日   ÷  (5.7)㎏  ＝ ③ 束 

びん （ ）人 ×（1）㎏   × （0.04）         × （６）日   ÷  (12)㎏  ＝ ④ 個 

缶 （ ）人 ×（1）㎏   × （0.02）         × （６）日   ÷  (3)㎏   ＝ ⑤ 個 

ペット

ボトル 
（ ）人 ×（1）㎏   × （0.03）         × （６）日   ÷  (10.2)㎏ ＝ ⑥ 個 

プラス

チック 
（ ）人 ×（1）㎏   × （0.05）         × （６）日   ÷  (15)㎏  ＝ ⑦ 個 

 

（算定上の注意） 

１ 算定人数は住戸の専有面積に応じて次のように算出し、その合計を記入する。 

住戸の専有面積 1戸あたりの算定人数（a） 戸数 

（b） 

人数 

（a）×（b） 

20㎡以下の住戸 1人 戸 人 

20㎡を超え 30㎡以下の住戸 
1.5人 戸 人 

30㎡を超え 40㎡以下の住戸 2人 戸 人 

40㎡を超え 50㎡以下の住戸 2.5人 戸 人 

50㎡を超え 60㎡以下の住戸 3人 戸 人 

60㎡を超える住戸 4人 戸 人 

 

２ 容器 1個当たりの容量は、原則として、可燃ごみ・不燃ごみのポリ容器は 60ℓ、区指定のびん・



 

缶の資源用コンテナは 50ℓ、ペットボトルのネット容器は 0.7ｍ×0.7ｍ×0.7ｍの 340ℓ、プラスチッ

クのポリ容器は 60ℓとし、可燃ごみ・不燃ごみ：15 ㎏、びん：12 ㎏、缶 3 ㎏、ペットボトル：10.2

㎏、プラスチック：15 ㎏を基準とする。古紙の束は、縦 0.21ｍ×0.295ｍ×高さ 0.3ｍを一束とし、

5.7㎏を基準とする。 

 

３ ①～⑦は小数点第 2 位を四捨五入する。必要個数・束数は小数点以下を切り上げる。 

 

（２）保管場所面積の算定 

種別 算定式 必要面積 

ごみ容器 

容器の直系又は縦   ×  容器の直径又は横 × 容器数   ÷  段数 

（      ）ｍ    ×（       ）ｍ     × （  ）個 ÷  （2）段   ＝ ① 

     

 

 

 

 

 

 

資
源 

古紙

の束 

束の縦    × 束の横        × 束数          ÷ 重ね束  ÷ 段数 

（0.21）ｍ  ×  （0.295）ｍ   × （    ）束      ÷ （3）束   ÷  (2)束 ＝ ② 

びん

容器 

容器の直系又は縦   ×  容器の直径又は横 × 容器数    ÷ 重ね箱  ÷  段数 

（0.36 ）ｍ        ×（0.52）ｍ          × （  ）個 ÷（2）箱   ÷  （2）段 ＝③ 

缶容

器 

容器の直系又は縦   ×  容器の直径又は横 × 容器数    ÷ 重ね箱  ÷  段数 

（0.36 ）ｍ         ×（0.52）ｍ         × （  ）個 ÷（2）箱   ÷  （2）段 ＝④ 

ペッ

トボ

トル 

容器の直系又は縦   ×  容器の直径又は横 × 容器数   ÷  段数 

（0.7）ｍ          ×    （0.7）ｍ     × （  ）個 ÷  （2）段   ＝ ⑤ 

プラ

スチ

ック 

容器の直系又は縦   ×  容器の直径又は横 × 容器数   ÷  段数 

（      ）ｍ      ×（       ）ｍ     × （  ）個 ÷  （2）段   ＝ ⑥ 

 

（算定上の注意） 

1 可燃ごみ・不燃ごみのごみ容器は、丸型容器の場合は直径 0.6ｍ、角形容器の場合は 0.35ｍ×0.55

ｍを基準とする。 

2 古紙の束は、一束の大きさを縦 0.21ｍ×横 0.295ｍ×高さ 0.3ｍ以下を基準とする。 

3 びん・缶の容器は分別回収で使用するコンテナの大きさ（0.36ｍ×0.52ｍ）を基準とする。 

4 ペットボトルの専用容器は、網製で 0.7ｍ×0.7ｍ0.7ｍを基準とする。 

5 プラスチックの保管容器は、1のごみ容器を使用する場合で算定する。 

6 段数は、各ごみ種とも 2段を上限とする。 

7 必要面積は①から⑥までを合計し、小数点第 2位を四捨五入する。 

 

 

別表第２（第 5 条及び第 6条関係）集積所の設置及び管理基準 

設置 1  集積所は敷地内で道路に面した場所で、廃棄物・資源物の収集及び清掃車の通行に支障のない場所

に設置すること。 

2  戸別収集はしないので、集団住宅の場合でも複数戸を基準に設置すること。 

3  やむを得ず敷地外に設置する場合は、道路交通法等に抵触しない場所とするとともに、近隣等に事

前に協議し合意を得ておくこと。 

4  小規模集合住宅及び集団住宅で、やむを得ず既存の集積所を利用する場合は、事前に当該集積所の

関係者と十分協議し合意を得ておくこと。 

5  保管場所を設置する場合は、敷地内からの収集は行わないため、収集当日にあらかじめ指定する場

所に持ち出すこと。   

 ただし、清掃車両が敷地内に進入できて、通り抜け又は安全に転回できる場合は、保管場所からの

収集は可能とする。 

管理 １ 集積所は常に清潔に保つこと。 

２ 集合住宅入居者に対し、廃棄物や資源物の正しい分別・排出方法について指導すること。 

 

① ～⑥ 

合計 

 

 

 

 

㎡ 

 

                      

㎡


